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市立大洲病院の理念

患者様に信頼される良質で安全・安心な医療を提供し、地域社会に貢献します。
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第6回 市立大洲病院救急蘇生講習会の様子
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大洲1市病院事業 (市立大洲1病院)は 、地域の中核病院として、安定した経営を維持しなが

ら、変化する医療環境や多様な医療ニーズなどに迅速かつ柔軟に対応していくため、平成23

年 4月 1日に地方公営企業法の 「一部適用」から 「全部適用」へ移行しました。

地方公営企業法は、地方公共団体が運営する公営企業 (病院事業や水道事業など)の 組織

や財務、これに従事する職員の身分など公営企業経営の基本的な基準を定めた法律です。

これまで、大洲1市病院事業は、企業会計方式を採ることを定める財務規定のみの 「一部適

用」でしたが、すべての規定を適用する 「全部適用」により、これまで市長にあつた組織や

人事などについての権限が病院事業管理者に移行することで、/AN営企業としての独立性が強

化されます。

全部適用に移行しても、大洲1市直営の公立病院であることに変わりなく、また、診療内容

や医療費にも、変更はありません。これからも、市民の皆さんから信頼される病院を目指し、

地域に必要な医療を継続して提供してまいります。

病院事業管理者 (院長)あ いさつ

このたびの 「東北地方太平洋沖地震Jで 被災された皆様方には、心

よりお見舞い中し上げますc

さて、平成23年4月 1日より市立大洲病院の経営形態を地方公営企

業法の一部適用から全部適用に移行することとなり、新たに大洲市病

院事業管理者として、その大役を拝命いたし、責任の重大さを痛感い

たしております。

公立病院を取り巻く医療環境は、医療費抑制策や医師不足等極めて厳しいものがあります.

自治体病院の抱える膨大な累積赤字を解消するため平成20年度において総務省から 「公立病

院改革プランJの策定が義務付けられ、これを機に今後の公立病院のあり方が問われています。

当院においても深刻な医師不足となっており、救急医療 患者サービスにおいて様々な影

響が出ており、勤務医の負担軽減を図ろうと努力をしているところです=

「地域医療の崩壊Jと いう言葉がもはや一it的となってきている今日、病院をとりまく医療

環境は今後益 厳々しい状況になることは間違いないと考えています。

地方公営企業法の全部適用への移行により、組織や人事などについての権限が病院事業管

理者に移行することから、公営企業としての独立性が強化され、医療環境の変化に迅速に対

応することができ、今まで以上に病院経営に必要な効率的で効果的な取り組みが口「能となり

ます。

このような全部適用のメリットを最大限活用しながら、関係医療機関等と緊密に連携し、

病病連携、病診連携を進め、可能な限り地域で完結する医療を行い地域医療の役割を果たし

てまいりたいと考えています。今後とも今まで同様関係各位なるびに地域住民の方々のご理

解とご協力をお願い申し上げます。

大洲市病院事業管理者兼院長 口 嘉 康
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※写真はご本人の」
´
解を

得て掲載しています

― 訪間カバン

当院の医師数も年 減々少し、1人の医師の負担が重くなり勤務環境が厳しくなってきています。
現在の医療体制を維持・継続していくためにはいかに医師の負担軽減を図るかが大きなカギとな
ります。つきましては、次の事項について市民の皆様にご理解とご協力をお願いいたします。

0普 段から健康診断の積極的な受診や、「かかりつけ医」を持つなど心がけましょう。

②診療体制の整つている通常の診療時間内に受診しましょう。(コンビニ受診をなくしましょう。)
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内 科

1診 谷  口 谷 口 谷  口 谷  口 谷  口

2診 中 西 中 西
徳本(肝臓外来)
(第2,第4)

中 西

3診 今 峰 今 峰 小 幡 今 峰

神 経 内 科 1診 休 診 休 診 休 診 岩城 (月2回 ) 休 診

外 科
1診 李 李 土  居 李 土  居

予約 ・検診 土  居 土 居 李 土 居 李

整 形 外 科
※初診は、
午前10時∞分から
診療開始

初 診 間 崎
口
崎
日
間

(偶数週)
(奇数週)

田  口 間 崎 田  口

再 診 田  口 間 崎 田  口 間 崎

泌 尿 器 科
※6

1診 佐藤武 佐藤武 佐藤武 佐藤武 佐藤武

2診 佐藤秀 佐藤秀 佐藤秀 4  ヽ 田 佐藤秀

眼 科
受付午前10時∞ウまで

1診 休 診 愛大医師 休 診 休 診 愛大医師

耳鼻咽喉科 1 診 田  口 休 診 富 所 休 診 岡  田

皮 膚 科 1 診 休 診 佐 山 休 診 J  ヽ 田 花

※ 1 診療受付時間は、午前 8時 15分から午前11時30分までです。
※2 緊急手術等により受付時間を繰り上げる場合があります。
※3 休診日は、土曜、日曜、祝日および年末年始です。
※4 担当医師の変更、休診の場合がありますので、事前に電話でお問い合わせください。
※5 整形外科の毎月第二火曜日は、愛媛大学 三浦教授による膝専門外来があります。
※6 泌尿器科の診療は透析・入院患者様対応のため、1診 は9時 45分、2診 は10時45分からの診療開始となります。

市立大洲病院  80893-24-2151

表紙 (救急蘇生講習会)か ら

心肺停止時の救急蘇生を学ぶために、第6回市立大洲病院救

急蘇生講習会 (第25回南予MC― 大洲 ICLSコ ース)を 、南

予メデイカルコントロール協議会の協力を受け市立大洲病院
で開催しました。(H2211270)

ICLS(Immediate Cardiac Life Support)コ ースは、

医療従事者のための蘇生 トレーニングコースで、特に 「突然の

心停止に対する最初の10分間の対応と適切なチーム蘇生」を習

得することを目的としています。

今回は、県内の医療機関の医師、看護師、消防機関の救命救

急士など12名が受講しました。

宇和島社会保険病院麻酔科山下千鶴部長をコースディレク

ターに迎え、 1日 かけて、少人数グループで実際の救命現場を

想定し胸骨圧迫、機器の操作など蘇生のために必要な技術 と

チーム医療としての心肺蘇生法を繰返し訓練しました。

今後、講習会の参加者は、それぞれの職場や地域で実践して
いくことになります。

0000
このたびの 「東北地方太平

洋沖地震」で被災された方々

に心からお見舞いを申し上げ

ます。当院においても、看護

師を派遣できる体制をとって

おりますが、被災地の派遣要

望がチームであるため実現し

ておりません。また、透析患

者 (入院・外来)の 受入れ可

能と申し出ています。

大洲市病院事業は、本年4

月より地方公営企業法の全部

適用になりました。職員一同

心新たに患者サービスにつと

めて参ります。


